
資料３ 

主な重点事業の概要について 

・ 分科会での審議などを踏まえ，検討している取組（重点事業）の内容について説明し，意見を伺うもの 

 

１ 省エネルギー・省資源型ライフスタイルの促進 

基本施策 脱温暖化・循環型の環境にやさしい社会を形成する 

事業の目的・ 

必要性 

市民の省エネルギー意識の向上や省エネルギー・新エネルギー設備の積極的導入により，市域における二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出量の削減を図る。 

事業の全体概要 

市民一人ひとりが，日常生活や事業活動において，省エネルギーや省資源につながる行動に積極的に取り組む。 

・ 住宅用太陽光発電システム設置費補助 

住宅用太陽光発電システムを設置する市民に，設置費用の一部を補助する。 

・ 省エネルギー機器の普及促進 

市民が省エネ統一ラベルを参考とし，省エネ家電の購入をするよう普及啓発活動を行う。 

・ エコドライブの普及促進 

市民が日常生活において，アイドリングストップなどの環境に配慮した運転を実践するよう，エコドライブの普及

啓発活動を行う。 

・ もったいない宣言の普及促進 

「もったいない運動」の７つの取組みを実践することを宣言してもらうことで，より多くの市民に環境に配慮した

行動をとるきっかけとしてもらう。 

・ 家庭版環境ＩＳＯの普及促進 

本市独自の「家庭版ＩＳＯ」に取り組んでもらうことで，各家庭において自主的かつ継続的に環境に配慮した行動

をとってもらう。 

 

※ 他の施策における関連事業 

･ 家庭からのごみ発生抑制の促進 

･ 適正な資源循環利用の促進 

･ 市民協働によるごみの減量化・資源化の促進 

                         など 

 

スケジュール 前期～後期 

事業イメージ 
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２ 緑の保全・育成 

基本施策 良好な水と緑の環境を創出する 

事業の目的・ 

必要性 

環境保全，防災，都市景観の維持等に重要な役割を果たしている市街化区域内及びその周辺部の貴重な緑地を保全し，市

民が散策や四季折々の景観を楽しむなど，身近に自然に親しめる場を提供する 

事業の全体概要 

１．公有地化による緑地保全の推進 

市街化区域内に残された貴重な緑地を公園として都市計画決定し，公有地化による保全を推進する 

２．地域地区制を活用した民有地による緑地・樹林地の保全（長岡樹林地等） 

市街化区域及びその周辺部に残された貴重な緑地・樹林地を，都市計画上の地域地区制導入などにより，開発の手

から守り保全を推進する 

スケジュール 

・公有地化による緑地保全の推進 

（戸祭山緑地） 

 平成２１年度 用地取得，施設整備，一部供用開始 

（鶴田沼緑地） 

 平成２１年度 基本設計 

 平成２２年度 第 1期事業区域事業着手，用地取得 

 平成２８年度 用地取得，施設整備，第 1期事業区域事業完了，供用開始 

（次期事業化区域の検討） 

・地域地区制を活用した民有地による緑地・樹林地の保全（長岡樹林地等） 

平成２０年度 長岡樹林地の地域地区制を活用した保全手法の検討 

事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的な保全施策がない状態 公的な保全施策を施した状態 

残された緑 

市街化区域 

喪失された緑 

市街化区域 

都市緑地とし

て公有地化 
地域制緑地

による規制 

恒久的な保全が

担保！ 

更なる喪失の恐

れ！ 

・周辺からの開発圧等により樹林地が減少 
・緑地や希少な動植物の減少 

・緑地の公有地化や法的な規制により保全を担保

・市民の憩いの場、環境学習の場として活用 
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３ 災害や事故に強い水道の整備 

基本施策 上下水道サービスの質を高める 

事業の目的・ 

必要性 

地震等災害時における安定給水の確保を図るため，水道施設の耐震性の向上や配水池の整備等，災害や事故に強い水道

施設を構築することにより，市民の快適な生活環境を確保する。 

近年の大規模地震の発生などにより，危機管理意識が高まる中，ライフラインとしての水道についても，災害や事故発

生時の対応力の向上が求められている。 

事業の全体概要 

１．水道施設整備 

・白沢浄水場の更新 

・白沢浄水場配水池の新設（容量７，０００ｍ３） 

・今市浄水場の更新 

２．「老朽配水管布設替計画(１９年度策定中)」の推進 

   ・事業期間  ２０～２９年度 

・布設替延長 約３５km 

スケジュール 

・１９～２２年度 白沢浄水場の更新工事 

・１９～２０年度 白沢浄水場配水池の新設工事 

・２０～２９年度 「老朽配水管布設替計画」の推進 

・２４～２５年度 今市浄水場の更新工事 

 

事業イメージ 

 

 

水道施設整備 

浄水場の更新 配水池の新設

「老朽配水管布設替計画」の推進 

↓ ↓ 

施設の耐震化と貯水能力向上 配水管の耐震化と漏水・破裂事故の防止

 

 

 

     災害や事故に強い水道の整備により，危機管理能力が向上する 
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４ 都心居住促進事業 

基本施策 快適な住環境を創出する 

事業の目的・ 

必要性 

中心市街地では，都市機能の郊外分散化により年々人口が減少し，空洞化が進んでいる。 
そのため，まちづくりと連携した住宅の供給・誘導に取り組み，中心市街地の活性化を図る。 

事業の全体概要 

１．民間賃貸住宅の空家を活用した居住誘導策 

 ・若年夫婦世帯家賃補助事業 

   中心市街地にある民間賃貸住宅に新たに転居・転入した若年 

   夫婦世帯に対し，家賃の一部を補助 

   補助額 …… 実質家賃の 1/2（上限 3万円） 

   補助期間 … 5 年間（中学生以下の子どもが同居の場合，延長可） 

効果 ……… 中心市街地の良さの享受（将来の定住化への期待） 

コミュニティの再生，ストックの有効活用 等 

２．民間活力を活用した住宅供給 

・地域優良賃貸住宅給促進事業 

   中心市街地に建設する場合，誘導強化策として，制度上の補助 

   のほか建設費の上乗せ補助等の実施 

   補助額 …… 住戸専用面積 1㎡当り１万円 

効果 ……… 良質な賃貸住宅の供給 等 

３．新たな居住誘導策 

・持家取得者（リフォーム等含）に対する支援策の構築 

 効果 …… 定住化の促進， 

       転出の抑制 

       良質な住宅の供給誘導 等 

スケジュール 

・若年夫婦世帯家賃補助事業 
平成１７年度～ 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業（上乗せ補助等の実施） 
平成１４年度～ 

・持家取得者に対する支援策の構築 

平成２０年度以降～ 

事業イメージ 

      

 
 

都心部における良質な

住宅の供給や，居住人口

の増加等により，にぎわ

いと活気に溢れた中心市

街地の形成が促進される 
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